
輪島市買取型災害公営住宅整備事業実施要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、輪島市（以下「市」という。）が行う災害公営住

宅の整備において、住宅等を建設して販売する事業者を選定し、基本

協定を締結した後、当該事業者が建設した住宅等を購入する買取型災

害公営住宅整備事業（以下「整備事業」という。）を実施するにあた

り、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）、宅地建物取引業法

（昭和２７年法律第１７６号）及び関係する法令、規則に定めるもの

のほか、整備事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

⑴ 住宅等 災害公営住宅として整備する建物、及び公営住宅等整備

基準（平成 10 年 4 月 21 日建設省令第 8 号）に定める附帯施設及び

共同施設をいう。 

⑵ 事業者 住宅等を建設し、販売することを目的とする個人、法人、

団体又はこれらの連合体をいう。 

⑶ 事業者募集要領 住宅等の購入先となる事業者を募集するため、

事業の概要、募集の内容、提案内容、応募者の要件、応募の手続等

に関する事項を定めたものをいう。 

⑷ 提案書 市の募集に応じて事業者が提出する、住宅等に関する提

案等を記載した書類をいう。 

⑸ 提出書類説明書 提案書の作成に当たり、書類の作成方法及び様

式を定めたものをいう。 

⑹ 事業者審査基準 事業者を適切に選定するための審査基準をいう。 

⑺ 選定委員会 事業者の選定等に関して市が設置する委員会をいう。 

⑻ 選定事業者 提案書を提出した事業者のうち、選定委員会におけ

る提案書の評価が最も高い事業者をいう。 

⑼ 次点事業者 提案書を提出した事業者のうち、選定委員会におけ

る提案書の評価が選定事業者の次に高い事業者をいう。 

⑽ 基本協定 市と選定事業者による、住宅等の売買に関する基本的

事項を定めた協定をいう。 

⑾ 売買契約 市と選定事業者による、住宅等を売買するための契約

をいう。 

⑿ 買取検査 売買契約で定める検査をいう。 

⒀ 要求性能水準 災害公営住宅として購入する住宅等に求める性能



水準をいう。 

（整備事業の概要） 

第３条 市は、事業者を公募し、提案書を評価して選定事業者及び次点

事業者を決定する。 

２ 市と選定事業者は、住宅等の売買契約に先立ち、基本協定を締結す

る。 

３ 市と選定事業者は、住宅等の工事に着手する前に売買契約を締結す

る。 

４ 選定事業者は、基本協定及び売買契約に基づき、市が用意した建設

用地（以下「敷地」という。）において住宅等を建設する。 

５ 市は、住宅等の完成後、買取検査を行い、合格と認めた場合は、選

定事業者から住宅等の引渡しを受ける。 

（事業者の資格要件等） 

第４条 選定事業者は、市が定める期間内に住宅等を建設することがで

きる企画力、技術力及び供給能力を有するものとし、募集時における

事業者の構成、資格要件等は事業者募集要領で定める。 

（購入する住宅等の条件） 

第５条 市が選定事業者から購入する住宅等は、次の各号に定める条件

を満たすものとする。 

⑴ 事業者募集要領に示す住宅の構造、規模、戸数、要求性能水準及

びその他各種条件を満たすこと。 

⑵ 事業者募集要領に示す提案上限額を上限とする売買価格であるこ

と。 

（選定事業者の公募） 

第６条 市は、事業者募集要領に基づき、事業者を公募する。 

２ 市は、整備事業の実施に際し、住宅等の要求性能水準を定めるとと

もに、事業者を選定するための事業者審査基準を定めるものとする。 

３ 整備事業に応募しようとする事業者（以下「応募者」という。）は、

整備事業に関して、事業者募集要領に定める期間内に市に対して文書

で質疑を行うことができる。 

４ 市は、前項の質疑に対し、文書で回答し、併せて市のホームページ

（以下「ホームページ」という。）に回答を掲載するものとする。 

（応募の手続） 

第７条 応募者は、事業者募集要領及び提出書類説明書を確認した上で

提案書を作成し、提出期限までに市に提出しなければならない。 

２ 応募者は、前項の提案書の提出に先立ち、提出期限内に事業者募集

要領に基づき、参加表明書を市に提出しなければならない。 



３ 前２項に規定する書類その他の書類の提出期間及び整備事業のスケ

ジュール等は事業者募集要領に記載する。 

４ 事業者募集要領は、ホームページにおいて公表するとともに、市ま

ちづくり推進課（以下「窓口」という。）において配布する。 

５ 提案書の作成等に関する費用については、すべて応募者の負担とす

る。 

（選定事業者の決定） 

第８条 市は、中立かつ公正に選定事業者を選定するため、選定委員会

を設置する。 

２ 選定委員会は、提案書の内容について、住宅等の供給体制、建設工

期、売買価格、住まい、まちづくりに対する提案を総合的に評価し、

選定事業者及び次点事業者を選定する。 

３ 市は、前項の選定委員会の選定を受けて選定事業者を決定した後、

その結果を公表するとともに応募者に文書で通知するものとする。 

４ 市は、事業者の選定過程において、応募者がいない場合、いずれの

応募者も事業者募集要領で示す条件に満たない場合等、選定事業者の

決定が困難であると判断した場合は、選定事業者を決定しないことと

する。ただし、市は、選定事業者を決定しない場合は、その旨を速や

かに応募者へ文書で通知するものとする。 

（提案書の変更） 

第９条 選定事業者は、基本協定を締結するまでの間に、提案書の錯

誤の修正又は内容変更が必要となった場合には、直ちに市に申し出

て、市の承諾を得なければならない。 

２ 前項の修正又は変更が選定事業者としての要件に影響を及ぼす場

合、市は、選定委員会で審議のうえ、選定事業者の決定を取り消すこ

とができる。 

（基本協定の締結） 

第１０条 市及び選定事業者は、整備事業着手前までに文書で基本協定

を締結するものとする。 

２ 前項の基本協定には、次の各号に定める事項を記載するものとする。 

⑴ 住宅等の概要、整備事業期間その他整備事業に関する基本事項 

⑵ 売買価格及び売買契約に関する事項 

⑶ 市及び選定事業者の役割分担に関する事項 

⑷ その他、整備事業実施のために定めるべき事項  

３ 基本協定の締結に至らなかった場合又は基本協定を解除した場合は、

整備事業及びその準備行為に関して市及び選定事業者が既に支出した

費用は各自の負担とし、相互に債権債務が生じないものとする。 



４ 市は、選定事業者と基本協定の締結に至らなかった場合は、次点事

業者に対し、次点事業者を選定事業者とする申し出を行うものとする。

この場合、次点事業者が申し出に了承した時点で、次点事業者を選定

事業者とし、第１項から前項までの規定を適用する。 

５ 市と選定事業者は、締結した基本協定を変更する必要が生じた場合

は、双方協議のうえ、協議が整った場合は、変更協定書を締結する。 

６ 基本協定の有効期間は、基本協定の締結日から住宅等の引渡し完了

日までとする。 

（選定事業者の業務） 

第１１条 選定事業者は、事業者募集要領に基づき、調査、設計、工事

監理、工事、宅地建物取引等に関する業務を行うものとする。 

（住宅等の設計確認） 

第１２条 選定事業者は、売買契約締結前に住宅等の設計図、仕様書、

整備事業費内訳書その他市が必要と認める書類を作成し、市の確認を

受けなければならない。 

２ 選定事業者は、整備事業に必要な諸手続を遅滞なく実施しなければ

ならない。 

（売買契約の締結） 

第１３条 市と選定事業者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第２９条に基づく開発行為の許可の要否の確認及び必要な場合の

許可の取得、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条に基づ

く確認済証の交付、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１

年法律第８１号）第６条に基づく設計住宅性能評価書を取得後、工事

着手前に住宅等の売買契約を締結するものとする。 

２ 売買契約の締結に至らなかった場合は、整備事業及びその準備行為

に関して、市及び選定事業者が既に支出した費用は各自の負担とし、

相互に債権債務が生じないものとする。 

３ 市及び選定事業者は、基本協定の締結の日から売買契約の締結の日

までの間で次の各号のいずれかに該当するときは、協議により、売買

価格を変更することができる。 

⑴ 市の都合により生じた設計条件の変更等、選定事業者の責めによ

らない理由の場合で、市が必要と認めるとき。 

⑵ 法令制定、改正等に基づく変更が生じたとき、又は生じることが

確実であるとき。 

⑶ 日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により売買価格が

不適当となったと認められるとき。 

４ 売買契約締結後における売買代金の変更方法は、売買契約に定める。 



（整備事業内容の調整） 

第１４条 市は、次の各号に定める事項について、整備事業内容の調整

を行うため、選定事業者に対し、必要な資料の提出を求めることがで

きる。 

⑴ 住宅等の調査、設計、工事監理、工事及び宅地建物取引等の内容 

⑵ 住宅等の売買価格の内訳 

⑶ その他市が必要と認める事項 

２ 市は、選定事業者に対し、必要に応じて住宅等の調査、設計、工事

監理、工事及び宅地建物取引等の進捗状況等の報告を求めることがで

きる。 

３ 選定事業者は、前項の報告を求められた場合は、遅滞なくこれに応

じるものとする。 

（石川県の助言等） 

第１５条 市は、石川県（以下「県」という。）に対し、整備事業の実

施、整備事業内容の調整等に関する助言や技術協力を求めることがで

きる。 

（資金調達） 

第１６条 選定事業者は、住宅等の建設に必要な一切の費用を負担する

ものとし、全て自己の責任において必要な資金を調達しなければなら

ない。 

２ 市は、選定事業者に対する保証、出資その他資金調達に対する財政

上又は金融上の支援を行う義務を負わない。 

（責任分担） 

第１７条 整備事業の実施における市と選定事業者のリスク分担に関す

る考え方は、次の各号を基本とし、事業者募集要領に定めるものとす

る。 

⑴ 選定事業者が責任を持つ範囲は、次のとおりとする。 

ア 提案書における事業者の提案 

イ 住宅等の調査、設計、工事監理、工事及び宅地建物取引等 

ウ 引渡し前に生じた住宅等の損害 

エ 引渡し後の住宅等の品質保証 

⑵ 市が責任を持つ範囲は、次のとおりとする。 

ア 市が事業者募集要領で示した条件等 

イ 市が貸与する敷地の状況 

ウ 市の指示、要請等に起因するもの 

エ 法令の制定、改正等による新たな負担 

（住宅等の完成報告） 



第１８条 選定事業者は、住宅等が完成した時は、売買契約に定める書

類を市に提出し、買取検査を受けなければならない。 

（住宅等の買取検査） 

第１９条 市は、前条の書類の提出があった場合は、速やかに買取検査

を行わなければならない。 

２ 前項の買取検査の際、市が県に助言や技術協力を求めることについ

ては、第１５条の規定を準用する。 

（改善の指示） 

第２０条 市は、完成した住宅等が売買契約に係る設計図書の内容と異

なっている場合又は事業者募集要領に示す住宅等の条件及び要求性能

水準に適合しない場合は、選定事業者に対し、相当の猶予期限を付け

て、その改善のための措置を講ずるよう求めるものとする。 

（住宅等の引渡し） 

第２１条 選定事業者は、買取検査に合格した後、直ちに市に住宅等を

引き渡すものとする。 

（登記及び売買代金の支払） 

第２２条 市は、前条の引渡し後、速やかに住宅等の登記を行うものと

する。 

２ 選定事業者は、住宅等の引渡し後に売買代金の請求を行うものとす

る。 

３ 市は、選定事業者から前項の規定による請求があったときは、売買

契約書の定めに従い住宅等の売買代金を支払うものとする。 

（協定又は契約の解除） 

第２３条 市は、選定事業者が、基本協定又は売買契約（以下「基本協

定等」という。）に規定する協定終了又は契約解除の要件に該当する

こととなった場合は、基本協定等を終了又は解除するものとする。 

２ 前項の終了又は解除により生じた損害の負担は、基本協定等に定め

るものとする。 

（紛争処理等） 

第２４条 基本協定等の解釈について疑義が生じた場合には、市と選定

事業者は、誠意をもって協議を行うものとする。 

２ この整備事業に関する紛争については、金沢地方裁判所を第一審の

専属管轄裁判所として処理する。 

（著作権等） 

第２５条 整備事業における提案書の著作権は、応募者に帰属するもの

とする。ただし、公表、展示その他この整備事業に関し必要がある場

合は、市はこれを無償で使用できる。 



２ 応募者は、提案書に含まれる第三者の著作物について、公表、展示

等の使用に関し、当該第三者の承諾を得ておくものとする。 

（法改正等への措置） 

第２６条 関係法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用さ

れることとなる場合は、選定事業者は、それに従い整備事業を実施す

るものとする。 

（地位の継承） 

第２７条 選定事業者及びその代表者の地位の承継は、基本協定等に定

めるものとする。 

（補則） 

第２８条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な

事項は、市が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、令和７年９月３０日から施行する。 


